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西宮市

質の高いケアマネジメントの推進
（前６か月間に居宅サービス計画に位置付け

た各サービスの割合等について）

～ 令和3年3月19日時点 ～

（注意）
今後、国等からQ＆Ａ等の通知が発出
された場合、取扱いに一部変更が生じる
ことがあります。



居宅介護支援
（ 前６か月間に居宅サービス計画に位置付けた各サービスの割合等について）

① 前６か月間に作成した居宅サービス計画の総数のう

ちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型

通所介護がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計

画の数が占める割合

② 前６か月間に作成した居宅サービス計画に位置付け

た訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通

所介護ごとの回数のうちに同一のサービス事業者によ

って提供されたものが占める割合（上位３位まで）
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利用者等に説明する内容



居宅介護支援
（ 前６か月間に居宅サービス計画に位置付けた各サービスの割合等について）

毎年度２回、次の期間における割合を算出すること。

① 前期（３月１日から８月末日）

② 後期（９月１日から２月末日）
※令和３年10月１日以降の契約に係る取り扱いについては変更になる場合があります。
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前６か月間とは

契約日 居宅サービス計画の対象期間

令和３年４月１日から令和３年９月３０日まで 令和２年９月１日から令和３年２月28日まで

令和３年10月１日から令和４年３月３１日まで 令和３年３月１日から令和３年８月31日まで

令和４年４月１日から令和４年９月３０日まで 令和３年９月１日から令和４年２月28日まで

以降、同様に続く



居宅介護支援
（ 前６か月間に居宅サービス計画に位置付けた各サービスの割合等について）

・ダウンロード先（居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取り扱いについて）

4

割合の算出例（特定事業所集中減算集計票の活用） 1/4

【アクセス方法】

①西宮市ページトップ
ページ＞事業者向け情
報＞介護保険サービス
事業者関連情報＞介
護保険サービス事業者
に関する手続き・申請

②「65707128」で検索



居宅介護支援
（ 前６か月間に居宅サービス計画に位置付けた各サービスの割合等について）

・(別紙10-3) 特定事業所集中減算判定票・集計表(居宅介護支援事業所)（エクセル：
93KB） を開く
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割合の算出例（特定事業所集中減算集計票の活用） 2/4

このファイルをクリック



居宅介護支援
（ 前６か月間に居宅サービス計画に位置付けた各サービスの割合等について）

集計表記入例シートを参考にして、各サービスの特定事業所集中減算集計票を完成さ

せる。
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割合の算出例（特定事業所集中減算集計票の活用） 3/4



居宅介護支援
（ 前６か月間に居宅サービス計画に位置付けた各サービスの割合等について）

・特定事業所集中減算集計票の数値を別紙（説明書）シートの例に従って入力する。

・各サービスごとに作成し、印刷して、利用者等へ交付する。
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割合の算出例（特定事業所集中減算集計票の活用） 4/4



居宅介護支援
（ 前６か月間に居宅サービス計画に位置付けた各サービスの割合等について）

指定居宅介護支援の利用の開始に際し、重要事
項説明書の内容等を説明する時
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説明する時期

次①～③の全てを行うこと。

① 文書を交付すること。

② ①について口頭での説明を懇切丁寧に行うこと。

③ 利用者が理解したことについて、利用者から署名を

得ること。

説明方法



居宅介護支援
（ 前６か月間に居宅サービス計画に位置付けた各サービスの割合等について）

9

理解したことについて利用者から署名を得る方法について

重要事項説明書等に規定した上で、他の重要事項と併せて説
明し、理解したことについて包括的に署名を得てもよい。

（西宮市標準重要事項説明書に規定する例）

※規定例は、集団指導ＨＰよりダウンロードすることができます。

「別紙のとおり」と規定して
おき、特定事業所集中減
算集計票の数値を別紙
（説明書）で交付してもよ
い。



居宅介護支援
（ 前６か月間に居宅サービス計画に位置付けた各サービスの割合等について）

指定居宅介護支援の利用の開始に際し、前６月間に居宅サービス計画に位置
付けた訪問介護等の割合等について文書により交付を行っていない場合は、運
営基準減算として減算適用後の単位数を算定する。
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運営基準減算

減算適用開始

令和３年４月１日 ( 契約月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで）

減算単位数

１ヶ月 ☞ 所定単位数の５０％減算

２ヶ月以上継続する場合 ☞ 所定単位数は算定しない

（所定単位数の１００％減算）


